
 

 

 

 ☆今年も所得税・消費税の確定申告無料相談受付を行います。 

≪受付期間≫ 

３月１日（木）から３月１５日（木）まで 
【相談受付は土日を除く９時３０分から１５時３０分】 

＊所得税の申告期限は３月１５日（木）まで 

＊消費税の申告期限は４月 ２日（月）まで 

≪受付会場≫ 

●日立商工会議所会館４階 

●大久保交流センター（多賀市民プラザ１階） 

※大久保交流センター受付は３月１日(木)・５日(月)・６日(火)・７日(水)・９日(金）の５日間です。 
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日立商工会議所会館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

大久保交流センター ○ ― ○ ○ ○ ― ○ ― ― ― ― 

※３月１２日（月）以降につきましては日立商工会議所のみの受付になります。 
◆確定申告の際には様々な書類が必要です。受けられる控除等を確認し、必要な書類等は余

裕をもって準備しましょう。主な書類は、以下の通り。 
①前年度の確定申告書、決算書の控（収支内訳書） 

     ②国民健康保険料、国民年金保険料の支払証明書 

     ③小規模企業共済等掛金控除証明書 

     ④生命保険料・地震保険料控除証明書 

     ⑤配偶者の所得がわかるもの（源泉徴収票等） 

     ⑥住宅取得関連書類（年末残高証明書等） 

     ⑦医療費等の領収書 

     ⑧地代、家賃等の収入がある場合は、明細がわかるもの 

     ⑨震災関連で雑損控除を受ける方（罹災証明書・被害を受けた資産、取得時期、取得価格の分かる

もの・被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用の分かるもの・被害を受けたことにより受け取

る保険金等の金額など） 

     ⑩還付を受ける場合は、預貯金の口座番号が分かるもの 

     ⑪印鑑 

確定申告の準備はお早めに！！ 
問合せ：日立商工会議所中小企業相談所 ＴＥＬ２２－０１２８  
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